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千代田区議会議長秋谷こうき様

千代田区都市計画審議会における「二番町地区地区計画の変更」の

採決の法的問題点の確認を議会から区に求めていただく陳情

理由

2月8日に行われた令和5年度第5回千代田区都市計画審議会における「二番町

地区地区計画の変更」の採決の方法と結果についての、法的

によって, 忍させることを

2024年3月玲日

1. 千代田区都市計画審議会条例第6条即勲以下、「条例6条3項」といいます。)

では、「可否同数のときは、会長の決するところによる」とあるので、条例6条3項

に基づく議事の採決は「可否同数」になる可能性がある「二択」でなければならな

いと言えます。従って、「三択」での採決は条例6条3項に基づく議事の採泱が行

われたとすることはできず、付議された「二番地区地区計画の変更」が都計審で

「可決」されたということは出来ません。

メ〒..会から日

もし三択で同数の選択肢が2つあり、会長が決することができると考えた場合で

も、各選択肢のうちいずれかが「過半数」を超えなけれぱ決することが出来ませ

ん。今回は過半数の9票に達した選択肢はなかったので、可決したということは

出来ません。

記

二主、

5題点を法茜資肺者

このまま区長が都市計画決定すれば、都計審で可決されていない都市計画決定

として、都市計画法19条1項に違反する違法なものになる可能性があります。

都市計画法19条1項では、都市計画審議会の「議を経て、都市計画を決定する

ものとする」と定められているからです。

強く陳情します。

また、付帯決議が存在せず、付帯決議の文案や骨子すら示されていない段階1§一・・'ー＼.、＼
「付帯決議付きで可決」と言えるはずもありません。,fン/くf1父、＼,

一

「署肩



会長から「採決方法に反対の委員は反対に挙手を」との案内がありました。議案に

賛成でも採決方法には反対であれば、反対に挙手となります。

複数の論点を一回の採決で賛否を問うことも常識的にありえません。

2. 以上のような、法的問題点について、複数の千代田区都市計画審議委員、複数

の法曹関係者、区民から疑義が呈されており、区の担当者も「法的問題点がある」

「数々の疑義が寄せられている」と認識していながら、法嘗・資肺

区のへ務邦法規担当1

で明らかになりました。

審議会中にも、環境まちづくり部担当者から、「過半数に達しない可能性のある

三択方法は不適当である」という注意発言がありましたが、会長兼議長には取り

上げられませんでした。

今後の各種審議会、委員会においても、常識や法律を超えることが許される前例

にもなります。都市計画審議会は独立性があるといっても、法的問題点を放置す

るならば、「法の支配」ではなく「人の支配」によるお手盛りになります。

ヲ'したのみであること力

区議会の皆様におかれましては、区の旦

斗百審議会の採決の法的問題について

していただきまよう、陳情いたします。

3月7日の予言
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